
令和８年度山口県立総合医療センターエレベーター内広告掲出募集要領 

 

 山口県立病院機構では、山口県立総合医療センターエレベーター内へ掲示する広告を

次のとおり募集します。 

 

１ 掲出場所 

 (１) 所 在 地 防府市大字大崎１００７７番地 

 (２) 施 設 名 山口県立総合医療センター 外来用エレベーター（３基） 

 (３) 利用者数 

    職  員：約１１００人 

    外来者数：約８４０人／日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く） 

    病 床 数：５０４床（一般病床４９０床、感染症病床１４床） 

 

２ 広告媒体 

  山口県立総合医療センター外来用エレベーター内の左右壁面の広告掲示板 

  （広告掲示板は当センターが設置します。） 

 

３ 広告の規格 

  Ｂ２判縦（縦７２８㎜×横５１５㎜）以内 

 

４ 募集枠数 ５枠 

 

５ 広告掲出対象期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  ※広告内容は１か月単位で変更可能です。 

 

６ 広告料（１枠当たり） 

 (１) 本館棟中央エレベーターの４枠 

    令和８年４月１日から令和９年３月３１日 １カ月当たり  ８，９００円 

 (２) 本館棟正面玄関東側エレベーターの１枠 

    令和８年４月１日から令和９年３月３１日 １カ月当たり ４，７００円 

※上記価格には消費税及び地方消費税を含まれています。 

  ※上記広告料には、資産貸付料相当額が含まれています。 

 

７ 募集方法等 

 (１) 募集期間 

    令和８年３月２日（月）から募集終了（広告掲出者が決定する）まで 

 (２) 広告の掲出申込期間 

    広告掲出対象期間で１か月以上とします。 

  



(３) 申込方法 

山口県立総合医療センターエレベーター内広告掲出申込書（様式１）に、必要事

項を記入のうえ、事務部経理課まで持参又は郵送により提出してください。 

    郵送の場合は募集期間内とします。 

 (４) 広告掲出者の決定方法 

    募集期間内の先着順とします。 

 (５) 広告料等の納付 

    病院が指定する納期までに納入してください。 

 

８ 広告内容の審査 

  広告内容について、事前に審査を行います。（山口県立総合医療センターエレベー

ター内広告掲出承認願（様式２）を提出してください。） 

  審査後、掲出の可否についての結果を通知します。（様式３、様式４） 

 

９ 掲出できない広告 

 (１) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

 (２) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

 (３) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの 

 (４) 政治性のあるもの（選挙に関係するものを含む） 

 (５) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの 

 (６) 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの 

 (７) 個人又は法人の名刺広告 

 (８) 良好な景観の形成及び風致を害するおそれのあるもの 

 (９) 内容又は責任の所在が不明確なもの 

 (10) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの 

 (11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの 

 (12) 前各号で掲げるもののほか、機構資産に掲載する広告として適当でないと認め

られるもの 

 

  詳しくは、「山口県立病院機構広告取扱要綱」及び「山口県立病院機構広告掲載基準」

を参照のこと。 

 

10 問い合わせ先 

  〒７４７－８５１１ 

  防府市大字大崎１００７７番地 

  山口県立総合医療センター  

事務部経理課 担当 池田 

  TEL：０８３５－２２－４４１１ 

  FAX：０８３５－３８－２２１０ 


